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経
済
的
な
理
由
等
で
国
民
年
金

保
険
料
（
平
成
３１
年
度
の
保
険
料

は
月
額
１
万
６
４
１
０
円
）
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
免
除
ま
た
は
猶
予
と

な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
任
意
加
入
者
の
方
は
、
制
度
を

　

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
免
除
・
猶
予
と
も
所
得
制
限
が

　

あ
り
、
所
得
が
一
定
額
以
下
で

　

な
け
れ
ば
承
認
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
離
職
者
の
方
は
申
請

　

の
際
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
発
行
の

　

離
職
票
を
確
認
で
き
れ
ば
、
承

　

認
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

本
人
･
配
偶
者
･
世
帯
主
の
所
得

が
一
定
額
以
下
の
方
が
対
象
と
な

る
制
度
で
、
所
得
に
応
じ
保
険
料

の
全
額
ま
た
は
一
部
（
３
段
階
に

分
か
れ
ま
す
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
全
額
を

納
付
し
た
時
と
比
べ
、
年
金
受
給

額
が
次
の
額
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

◇
全
額
免
除
制
度　

２
分
の
１

◇
一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度

･
４
分
の
１
納
付
（
一
部
保
険
料

　

４
１
０
０
円
）
８
分
の
５

･
２
分
の
１
納
付
（
一
部
保
険
料

　

８
２
１
０
円
）
８
分
の
６

･
４
分
の
３
納
付
（
一
部
保
険
料

　

１
万
２
３
１
０
円
）
８
分
の
７

※
一
部
納
付
制
度
の
承
認
期
間
中

　

に
保
険
料
を
納
付
し
な
か
っ
た

　

場
合
は
、
そ
の
未
納
額
お
よ
び

　

免
除
額
は
通
常
未
納
し
た
場
合

　

と
同
じ
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

　

５０
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
と
配

偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
方

が
対
象
と
な
る
制
度
で
す
。

　

承
認
さ
れ
た
期
間
は
、
将
来
受

け
取
る
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

は
加
算
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
受
給

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

申
請
方
法
や
所
得
制
限
の
基
準

等
、
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

全
額
免
除
制
度
・

一
部
納
付（
一
部
免
除
）制
度

全
額
免
除
制
度
・

一
部
納
付（
一
部
免
除
）制
度

納

付

猶

予

制

度

納

付

猶

予

制

度

保
険
料
、
納
め
る
の
が

困
難
な
と
き
は…

国民年金国民年金

■問合せ
国保年金課年金係
☎０２９－８８５－０３４０
（内）１１６

■問合せ
国保年金課年金係
☎０２９－８８５－０３４０
（内）１１６

～国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している４０歳以上の皆さんへ～

年に一度の受診をお忘れなく！

無料無料特定健診・高齢者健診特定健診・高齢者健診特定健診・高齢者健診
６月２３日（日）から受診できます

■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９

　　　　　国保年金課 ☎０２９－８８５－０３４０（内）１１ ７

■問合せ　健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９

　　　　　国保年金課 ☎０２９－８８５－０３４０（内）１１ ７

特定健診費用７，７３２円は全額、美浦村が助成します。

自覚症状の出にくい生活習慣病は、気づかないうちに重症化していることが
多く、美浦村は特に４０代～５０代前半の男性のメタボリックシンドローム該当
率が高くなっています。
健診は今の自分の健康状態を知るチャンスです。健診後は一人ひとりに合わ
せた保健指導を、専門家チームのもとで個別に無料で受けることもできます
ので、この機会にぜひ受診しましょう。

《健診項目》

　・身体計測　・血圧　・血液検査（血中脂質、血糖、肝機能）　・尿検査

　・腎機能検査（クレアチニン）　・貧血検査　・心電図検査　・眼底検査

《健診項目》

　・身体計測　・血圧　・血液検査（血中脂質、血糖、肝機能）　・尿検査

　・腎機能検査（クレアチニン）　・貧血検査　・心電図検査　・眼底検査

＊日程につきましては、『広報みほ４月号』や『２０１９年度健康スケジュール』等をご覧ください。

～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～

新しいマル福の受給者証マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します

児童手当の「現況届」を提出してください児童手当の「現況届」を提出してください児童手当の「現況届」を提出してください

10広報みほ　令和元年６月号広報みほ　令和元年６月号 広報みほ　令和元年６月号


